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教育施設除却事業

総務課施設整備室

１ 概 要

平成２８年４月の大館桂桜高校の開校に伴い閉校した旧大館工業高校の教室棟

等の解体設計が完了し、解体に係る工事費が確定したため工事を実施する。

２ 補正予算額

１４９,５６５千円 （ １３４,６００千円 １４,９６５千円）

※公共施設等適正管理推進事業債（除却事業）

３ 内 容

○解体建物

教室棟（ＲＣ－３） 延べ面積 ２，４６１．５０㎡

第一体育館（Ｓ－１） 延べ面積 ９３５．００㎡

渡り廊下（Ｓ－１） 延べ面積 １１０．７２㎡
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教職員の給与費の補正について

教職員給与課

１ 概 要

人事委員会勧告による給与改定及び人件費の実績見込みによる補正を行う。

２ 補正予算額

△１９１，３６７千円（ △３８，８１１千円 △１５２，５５６千円）

３ 内 容

（単位：千円）

科目区分 補正予算額計 人事委員会勧告分 人件費実績見込み分

給 料 △１４９，１００ ４０，５８０ △１８９，６８０

職員手当等 ５９，１８１ ４０５，２４２ △３４６，０６１

共済費 △１０１，４４８ ７７，９３０ △１７９，３７８

合 計 △１９１，３６７ ５２３，７５２ △７１５，１１９
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市町村立学校職員の給与等に関する条例の

一部を改正する条例案について

教職員給与課

１ 改正理由

人事委員会の議会及び知事に対する給与等に関する報告及び勧告に鑑み、市町村

立学校職員の給料月額、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額を改定する必要が

ある。

２ 改正内容

（１）第１条による改正関係

① 宿日直手当の引上げ（第２１条関係）

・勤務１回に係る宿日直手当の上限額を次のとおり引き上げる。

区 分 改正前 改正後 増減

一般の宿日直勤務 4,200円 4,400円 ＋200円

勤務時間が通常の２分の１の日等の宿直勤務 6,300円 6,600円 ＋300円

管理又は監督の業務その他特殊な業務を行う宿日直勤務 5,900円 6,100円 ＋200円

勤務時間が通常の２分の１の日等の宿直勤務 8,850円 9,150円 ＋300円

② 勤勉手当の引上げ（第２３条及び附則第５項関係）

・平成３０年１２月に支給する勤勉手当の支給割合を次のとおり引き上げ

る。

職員の区分 改正前 改正後 増減

一般職員 82.5/100 92.5/100 ＋10/100

再任用職員 40/100 45/100 ＋ 5/100

③ 給料の改定（別表第１～別表第３関係）

・現行の給料表について、給料月額の引上げ改定を行う。

（平均０．０９％）
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（２）第２条による改正関係

① 期末手当の改定（第２２条関係）

・期末手当の支給割合について、次のとおり６月期は引き上げ、１２月期は

引き下げる。

職員の区分 支給期 改正前 改正後 増減

６月 117.5/100 125/100 ＋7.5/100
一般職員

１２月 132.5/100 125/100 △7.5/100

６月 62.5/100 70/100 ＋7.5/100
再任用職員

１２月 77.5/100 70/100 △7.5/100

② 勤勉手当の改定（第２３条関係）

・勤勉手当の支給割合について、次のとおり６月期は引き上げ、１２月期は

引き下げる。

職員の区分 支給期 改正前 改正後 増減

６月 82.5/100 87.5/100 ＋5/100
一般職員

１２月 92.5/100 87.5/100 △5/100

６月 40/100 42.5/100 ＋2.5/100
再任用職員

１２月 45/100 42.5/100 △2.5/100

３ 施行期日

（１）宿日直手当及び給料表関係

・公布の日施行（平成３０年４月１日適用）

（２）期末・勤勉手当関係

・平成３０年１２月支給分 公布の日施行（平成３０年１２月１日適用）

・平成３１年度以降支給分 平成３１年４月１日施行
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（参考）

期末・勤勉手当の支給割合

（単位：月）

現　　行 平成３０年度（改正後） 平成３１年度（改正後）

６月期 12月期 計 ６月期 12月期 計 ６月期 12月期 計

一 般 職 員 1.175 1.325 2.500 1.175 1.325 2.500 1.250 1.250 2.500

再任用職員 0.625 0.775 1.400 0.625 0.775 1.400 0.700 0.700 1.400

一 般 職 員 0.825 0.825 1.650 0.825 0.925 1.750 0.875 0.875 1.750

再任用職員 0.400 0.400 0.800 0.400 0.450 0.850 0.425 0.425 0.850

一 般 職 員

再任用職員

4.250

2.250

4.250

2.250

区　分

合

計

勤

勉

期

末

4.150

2.200
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
宿
日
直
手
当
）

（
宿
日
直
手
当
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

宿
日
直
手
当
の
額
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
四
千
四
百
円
（
教
育
委

２

宿
日
直
手
当
の
額
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
四
千
二
百
円
（
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
業
務
そ
の
他
特
殊
な
業
務
を
主
と
し

員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
業
務
そ
の
他
特
殊
な
業
務
を
主
と
し

て
行
う
宿
日
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
六
千
百
円

）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

て
行
う
宿
日
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
五
千
九
百
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
額
と
す

お
い
て
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行
わ
れ
る
日
の
執
務

る
。
た
だ
し
、
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行
わ
れ
る
日
の
執
務

時
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
時
間
で
あ
る
日
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

時
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
時
間
で
あ
る
日
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
に
退
庁
時
か
ら
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ

る
も
の
に
退
庁
時
か
ら
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
は
、
六
千
六
百
円
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
業

の
額
は
、
六
千
三
百
円
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
業

務
そ
の
他
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行
う
宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
九
千
百

務
そ
の
他
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行
う
宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
八
千
八

五
十
円

）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事

百
五
十
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事

委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
額
と
す
る
。

委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
額
と
す
る
。

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
三
条

略

第
二
十
三
条

略

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人

事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の

事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

場
合
に
お
い
て
、
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
二
項
第
六
号
に
お
い

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
二
項
第
六
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
九
十
二
・
五
を

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
八
十
二
・
五
を
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乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基

礎
額
に
百
分
の
四
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

礎
額
に
百
分
の
四
十

を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略

附

則

附

則

１
～
４

略

１
～
４

略

５

附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に

５

附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に

定
め
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

定
め
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
額
か
ら
、
同
号
に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減

た
額
か
ら
、
同
号
に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減

ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
百
分
の
〇
・
九
二

ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
百
分
の
〇
・
八
二

五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
勤
勉
手

五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
勤
勉
手

当
減
額
基
礎
額
に
百
分
の
九
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当

当
減
額
基
礎
額
に
百
分
の
八
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当

す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
四
条

給
料
は
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
基
づ

第
四
条

給
料
は
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
基
づ

く
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
つ
て
扶
養
手
当
、
地
域
手
当

く
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
つ
て
扶
養
手
当
、
地
域
手
当

、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
へ
き
地
手

、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
へ
き
地
手

当
（
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
第
十
九
条
及
び
第
二
十

当
（
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
第
十
九
条
、
第
二
十
条

条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日

第
二
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日

勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期

勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期

末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
退
職

末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
退
職

手
当
及
び
死
亡
一
時
金
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

手
当
及
び
死
亡
一
時
金
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
二
十
二
条

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
か

第
二
十
二
条

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
か

ら
第
二
十
二
条
の
三
ま
で

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日

ら
第
二
十
二
条
の
三
ま
で
及
び
附
則
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日

を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
て
、
そ
れ

を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
（
次
条
及
び
第

ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
（
次
条
及
び
第

二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
支
給

二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
支
給

す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務

す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務

員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を

り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
職
員
及
び
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

受
け
る
職
員
及
び
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

も
、
同
様
と
す
る
。

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十
五

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お

い
て
は
百
分
の
百
十
七
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間

の
百
三
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間

に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
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分
の
百
二
十
五

分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
」
と
す
る
。

百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
七
・
五
」
と
す
る
。

４

第
二
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し

４

第
二
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し

、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し

、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し

く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在

く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
附
則
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
同

）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に

じ
。
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に

こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
と
す
る
。

こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
と
す
る
。

５
～
７

略

５
～
７

略

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
三
条

勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条

第
二
十
三
条

勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
及

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）

び
附
則
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）

に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に

に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に

お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の

お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月

以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て

以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て

同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（

同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る

。

。

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人

事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の

事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

場
合
に
お
い
て
、
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項

に
お
い

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
二
項
第
六
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
八
十
七
・
五
を

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
九
十
二
・
五
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
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礎
額
に
百
分
の
四
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

礎
額
に
百
分
の
四
十
五

を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略

附

則

附

則

略

１

略

２

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
職
員
（
次
の
表
の
給
料
表
欄

に
掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
再
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
次
の
表
の
職
務
の
級
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級
以
上
で

あ
る
者
で
あ
つ
て
そ
の
号
給
が
そ
の
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号
給
で
な

い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
職
員
」
と
い
う

。
）
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
給
与
の
支
給
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
特
定
職
員

が
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
特
定
職
員
以
外

の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後
に
特
定
職

員
と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
職
員
と
な
つ
た
日
）
以
後
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
給
与
の
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
相
当
す

る
額
を
減
ず
る
。

一

給
料
月
額

当
該
特
定
職
員
の
給
料
月
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
特
定
職
員
の
給
料
月
額
に
百
分
の
九
十
九
を
乗
じ
て
得
た
額
が

、
当
該
特
定
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号
給
の
給
料
月

額
に
達
し
な
い
場
合
（
以
下
こ
の
項
、
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
「
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特

定
職
員
の
給
料
月
額
か
ら
当
該
特
定
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る

最
低
の
号
給
の
給
料
月
額
を
減
じ
た
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
四
項

に
お
い
て
「
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
）

二

地
域
手
当

当
該
特
定
職
員
の
給
料
月
額
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額

に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
に
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
に
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

三

へ
き
地
手
当

当
該
特
定
職
員
の
給
料
月
額
に
対
す
る
へ
き
地
手
当
の

月
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
、
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
に
、
第
十
七
条
の
二
第
三
項
各
号
又
は
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第
四
項
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

四

へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当

当
該
特
定
職
員
の
給
料
月
額
に
対
す
る

へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最

低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
に
対
す

る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

五

期
末
手
当

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が

受
け
る
べ
き
給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額

（
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当

該
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
二
十
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

し
た
額
）
に
、
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
条
第

二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当

該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達
し

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特

定
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
同
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の

二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
、
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当

に
係
る
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
項
各
号

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

六

勤
勉
手
当

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が

受
け
る
べ
き
給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額

（
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額
に

同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
。
附
則
第
五
項
に
お
い

て
「
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
特
定
職
員
に
支
給

さ
れ
る
勤
勉
手
当
に
係
る
第
二
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
県
の
教
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育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が
受

け
る
べ
き
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額

の
合
計
額
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額

に
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
。
附
則
第
五
項
に
お

い
て
「
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
特
定
職
員
に
支

給
さ
れ
る
勤
勉
手
当
に
係
る
第
二
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
県
の

教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
）

七

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給

与

当
該
特
定
職
員
に
適
用
さ
れ
る
次
に
掲
げ
る
規
定
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

第
二
十
六
条
第
一
項

前
各
号
に
定
め
る
額

ロ

第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号

に
定
め
る
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ

第
二
十
六
条
第
四
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
額
に
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
係
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額

ニ

第
二
十
六
条
第
五
項

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
定
め
る
額

に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
係
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ホ

第
二
十
六
条
第
六
項

第
五
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ

て
得
た
額
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
を
受
け
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員

に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
係
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

給
料
表

職
務
の
級
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教
育
職
給
料
表
㈠

四
級

教
育
職
給
料
表
㈡

四
級

行
政
職
給
料
表

六
級

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
職
員
以
外
の
者
が
月
の
初
日
以
外

の
日
に
特
定
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
減
ず
る
額
の
計
算
そ
の

他
同
項
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
。

４

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ

い
て
の
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
給
与

額
か
ら
、
給
料
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
へ
き
地
手
当
の

月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に

五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

時
間
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最

低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
並
び
に
こ

れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
へ
き
地
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ

、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
同

項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て

得
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

５

附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に

定
め
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
額
か
ら
、
同
号
に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減

ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
百
分
の
〇
・
九
二

五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
勤
勉
手

当
減
額
基
礎
額
に
百
分
の
九
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当

す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
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教育長の給与及び旅費等に関する条例の

一部を改正する条例案について

教職員給与課

１ 改正理由

一般職の職員の給与改定により、教育長の期末手当の額を改定する必要がある。

２ 改正内容

教育長の期末手当の支給割合を次のとおり改定する。（第３条関係）

（単位：月）

支給月 現行 平成30年度(改正後) 平成31年度(改正後)

６月 1.55 1.55 － 1.60 ＋0.05

１２月 1.55 1.65 ＋0.10 1.60 △0.05

合 計 3.10 3.20 ＋0.10 3.20 －

３ 施行期日

・平成３０年１２月支給分 公布の日施行（平成３０年１２月１日適用）

・平成３１年度以降支給分 平成３１年４月１日施行
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教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２

期
末
手
当
の
額
は
、
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

２

期
末
手
当
の
額
は
、
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手

当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額
の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額

当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額
の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額

」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
五
」
と
、

」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
り
、
及
び

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
す
る
。

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
五
」
と
す
る
。

３
～
５

略

３
～
５

略

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２

期
末
手
当
の
額
は
、
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

２

期
末
手
当
の
額
は
、
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手

当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額
の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額

当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額
の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額

」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
五

」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
五
」
と
、

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十

」
と
す
る
。

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
す
る
。

３
～
５

略

３
～
５

略
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（新）ミュージアム活性化事業（債務負担行為の設定）

生涯学習課

１ 目 的

美術館が開催する展覧会について、開催権利及び展示作品の早期確保や、連

携する県内メディア企業による十分なＰＲ期間を確保するため、展覧会開催費

を債務負担行為設定することにより、県民に魅力的で良質な展覧会を提供する

とともに、大型クルーズ船を始めとする国内外からの観光需要に対応し、地域

経済の活性化に寄与する。

２ 債務負担行為限度額

４３，０４８千円

（ １１，９０９千円 １５，６７３千円 １５，４６６千円）

３ 開催予定展覧会の概要

展覧会の名称（仮称） 会期 県事業費

（運営方式） （予定） （千円）

（１）県立美術館 30,448

フシギな実験室 平成31年 4月20日～

（実行委員会：秋田朝日放送） 平成31年 5月12日 4,000

藤城清治展 平成31年 7月20日～

（実行委員会：秋田魁新報） 平成31年 9月23日 4,000

あこがれの秋田写真展 平成31年 9月29日～

（実行委員会：秋田テレビ） 平成31年10月27日 4,000

キスリング展 平成31年 9月29日～

（委託：平野政吉美術財団） 平成31年11月24日 10,790

師･黒田清輝と妻･鴇田とみ 平成31年11月30日～

（委託：平野政吉美術財団） 平成32年 1月26日 7,658

（２）近代美術館 12,600

岩合光昭の世界ネコ歩き2 平成31年 4月27日～

（実行委員会：秋田放送） 平成31年 6月30日 3,750

ビッグコミック50周年展 平成31年 7月 6日～

（実行委員会：秋田放送） 平成31年 9月 8日 3,250

伊藤若冲と京の芸術 平成31年 9月14日～

(実行委員会：魁新報・秋田放送) 平成31年11月10日 5,600
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